
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主唱者 兵庫労働局・管下労働基準監督署 

実施期間 令和６年８月 27日（火）～令和７年 1月 31日（金） 

 

 

 死亡災害報告（令和６年７月末時点） 

 

死亡災害の多くは、職場内で日頃定常的に行われている作業において発生して

おります。事前に対策を講じておけば防ぐことが出来た災害も多くみられます。  

また、被災者の経験期間別では、３年未満が４割超を占め、作業に慣れてきた

頃に被災する傾向がみられるため、作業の経験が十分でない労働者に対しては、

作業手順の遵守や効果的な安全衛生教育が必要とされます。 

労働災害を防止するには、企業の経営のトップが職場の安全衛生に関して強く

関与し、労使、関係者が一体となって労働災害防止活動を徹底していくことが重

要です。 

更なる死亡者を出すことがないよう、令和６年８月 27 日から令和７年１月

31日を期間とする「兵庫死亡労働災害根絶運動」を県下全域に展開することと

し、働く人の誰もが安心して健康に働くことが出来る職場の実現に向けて取り組

むこととします。 

 
職場の総点検を 
お願いします！ 

全産業における
死亡者の４割超
は経験期間３年
未満の労働者が
占めています！ 

 

倍増! 

令和５年     令和６年               令和５年     令和６年 

 


